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答  申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。） が提起した生活保護法（以下

「法」という。）に基づく保護変更決定処分に係る審査請求について、審査

庁から諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、〇〇福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が、請求人に対し、令和６年６月２１日付けの生活保護変更通

知書（以下「本件処分通知書」という。）により行った保護変更決定

処分（以下「本件処分」という。）について、その取消しを求めるも

のである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

請求人は、おおむね以下のとおり、本件処分が違法又は不当である

と主張して、その取消しを求めている。 

〇〇市役所では、月の福祉事務から出る生活費が１６２，０００円

ほどあったのが、〇〇市に転入してから、１５９，０００円から１４

７，０００円まで少なくされた。差額の１５，０００円近くを出して

ほしい。 

障害年金手当は、障害の病気に使用するお金であり、生活費の加算

には入れるべきではない。私は潔癖症があり、月にウエットティッシ

ュを約６，５００円（１箱２０７円×３１箱）、洗剤を約５，０００円

（１個４２０円×１２個）買っている。障害年金はそれを買うのに別に

出してほしい。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。 
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第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和７年  ７月１４日 諮問 

令和７年  ７月２３日 請求人から主張書面を収受 

令和７年  ８月２２日 審議（第１０３回第２部会） 

令和７年  ９月２２日 審議（第１０４回第２部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、 

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め   

⑴ 保護の補足性・基準 

法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、

能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用

することを要件として行われるとしている。 

また、法８条１項は、保護は厚生労働大臣の定める基準（昭和３８

年４月１日付厚生省告示第１５８号。以下「保護基準」という。）に

より測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は

物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとし

ている。 

したがって、就労に伴う収入あるいは就労に伴う収入以外の収入が

ある場合には、その収入額は、当該受給者の収入として認定されるこ

とになり、当該受給者の保護の基準とされた金額から控除されること

になる。 

⑵ 職権による保護の変更 

法２５条２項は、保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を

調査し、保護の変更を必要とすると認めるときは、速やかに、職権を

もってその決定を行い、書面をもって、これを被保護者に通知しなけ

ればならないとしている。 

⑶ 収入認定 

  ア 障害年金等 

    障害年金等は、国民年金法及び厚生年金保険法の規定により、
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国民年金及び厚生年金の被保険者であって、受給に必要な資格を

満たしたものに支給されるものであり、その目的として、国民年

金法１条においては「日本国憲法第２５条第２項に規定する理念

に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわ

れることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生

活の維持及び向上に寄与すること」とし、厚生年金保険法１条に

おいては、「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行

い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するこ

と」としている。 

  すなわち、障害年金等は、障害等に伴う所得の減少等によって

国民の経済生活が損なわれることの防止を目的の一つとして給付

されるものであり、生活の維持のために活用されることが予定さ

れているものと解するのが相当である。 

イ 収入認定の原則   

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月

１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」

という。）第８・２によれば、収入の認定は月額によることとさ

れ、同・３・⑵・ア・(ｱ)によれば、恩給、年金、失業保険その他

の公の給付については、その実際の受給額を収入として認定するこ

ととされている。 

ウ 年金等の収入 

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月

１日付社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」とい

う。）第８・１・⑷・アによれば、厚生年金保険法、国民年金法等

による給付で、１年以内の期間ごとに支給される年金又は手当につ

いては、実際の受給額を原則として受給月から次回の受給月の前月

までの各月に分割して収入認定することとされている。なお、当該

給付について１年を単位として受給額が算定される場合は、その金

額を１２で除した額（１円未満の端数がある場合は切捨）を、各月

の収入認定額として差し支えないとされている。 

また、局長通知第１０－２－⑻によれば、最低生活費又は収入充

当額の認定を変更すべき事由が事後において明らかとなった場合

は、一部の場合を除き、次回支給月以後の収入充当額として計上し

て差し支えないとされている。 
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⑷ 次官通知等の位置付け 

次官通知及び局長通知は、いずれも地方自治法２４５条の９第１項

及び３項の規定に基づく法の処理基準である。 

２ 本件処分についての検討 

これを本件についてみると、処分庁は、請求人の年金改定後の収入

を、障害年金６８，０００円、給付金５，３１０円及び企業年金５９

６円の合計額である７３，９０６円と認定し、令和６年７月分につい

ては、前月からの収入繰越金１，９２０円を加えた７５，８２６円を

収入認定額としていることが認められる。 

障害年金等は、もとより生活の維持のために活用されることが予定

されているものであり（１・⑶・ア）、また、年金はその実際の受給

額を認定し（同・イ）、実際の受給額は、原則として受給月から次回

の受給月の前月までの各月に分割して収入認定するとされており、収

入充当額の認定を変更すべき事由が事後において明らかとなった場合

は、次回支給月以後の収入充当額として計上して差し支えないとされ

ていることからすれば（同・ウ）、本件処分に係る処分庁の認定は適

正に行われたと認められる。 

そうすると、本件処分は、上記１の法令等の定めに則って行われた

ものと認められ、その他に違算も認められない。 

したがって、本件処分に違法又は不当な点はない。 

３ 請求人の主張についての検討 

請求人は、上記第３のとおり、保護費が減額されていること及び障

害年金等が収入認定されることへの不服を述べるが、本件処分が法令

等の定めに則って行われたものであり、違算も認められないことは上

記２のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。 

なお、請求人より提出された主張書面（令和７年７月１５日付け）

について、審査会として慎重に検討したが、これまでの判断を覆すも

のと認めることはできない。 

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討 

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令

解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われ

ているものと判断する。 
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よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

後藤眞理子、筑紫圭一、中村知己 


